
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従 

業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記  
載することになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

民間事業者のみなさまもマイナンバーを取り扱います！ 

●平成 28年１月以降、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを記載する 

必要があります。 

●マイナンバー制度の導入に伴い、税や社会保障の関係書類の様式も変わります。 

～民間事業者の皆さんへ～ 

マイナンバー取扱いの流れ 
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＜作成する書類等＞ 
・源泉徴収票 
・報酬等に係る支払調書 
・雇用保険被保険者資格取得（喪失）届 
・厚生年金保険被保険者資格取得（喪失）届 
・健康保険被保険者資格取得（喪失）届 

など 



 

●マイナンバー利用にあたっての注意点を確認しましょう。 

※給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書についても変更があります。主な変更点は、様式の大きさが

現行のＡ６サイズからＡ５サイズに変わります。また、給与等の支払を受ける方等の番号欄が追加さ

れ、給与等の支払を受ける方のマイナンバーに加えて、控除対象配偶者や扶養親族等のマイナンバー

も記載する必要があります。さらに、支払者のマイナンバー又は法人番号も併せて記載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ・マイナンバーに対応した人事・給与などのシステム開発や改修 

  ・マイナンバーを適正に取り扱うための従業員研修や社内規程づくり 

  ・マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の検討 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●どんな準備が必要なの？ 

●法人には「法人番号」が通知されます。 

・法人番号とは、株式会社などの法人に、１法人につき１つ指定される 13桁の番号です。 
 ※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。 

・個人が使用する「マイナンバー」とは異なり、「法人番号」はどなたでも自由に利用できます。 
・インターネットで検索・閲覧が可能です。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説したガイドラインがあります。 
    http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/ 

 
 
 
●マイナンバーコールセンター 

 

０５７０－２０－０１７８（全国共通ナビダイヤル） 

※平日 9:30～20:00 

 土日祝 9:30～17:30（年末年始を除く。） 

●ホームページ 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html 

  
 

●政府広報オンライン 
http://www.gov-online.go.jp 

   
 
●マイナンバー公式 twitter 
https://twitter.com/MyNumber_PR 

  

               ※一部政府広報『いよいよマイナンバー制度が始まります。』より抜粋 

～詳しく知りたい方は～ 

マイナンバー 

政府広報 検索 

マイナンバー 検索 
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